
岩見沢市総合体育館条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  施設の維持費である人件費、原材料費、電気料金等の価格高騰に対応する

ため、受益者負担の適正化の観点から使用料の引上げ及び料金区分の見直し

を行う。  

 

第２  改正の内容  

  岩見沢市総合体育館の使用料の引上げ及び料金区分の見直しを行う。  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

岩見沢市条例第２６号  

 

 岩見沢市総合体育館条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市総合体育館条例の一部を改正する条例  

 

 岩見沢市総合体育館条例（昭和６２年条例第２２号）の一部を次のように改

正する。  

 

 別表を次のように改める。  

別表（第６条、第１８条関係）  

使用料  

区分  時間別使用料  

午前Ａ  午前Ｂ  午後Ａ  午後Ｂ  夜間Ａ  夜間Ｂ  

9:00 

～  

11:00 

11:00 

～  

13:00 

13:00 

～  

15:00 

15:00 

～  

17:00 

17:00 

～  

19:00 

19:00 

～  

21:00 

ア

リ

ー

ナ  

専 用

使 用

で 入

場 料

等 を

徴 収

し な

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

円  

市民  

4 ,420 

市民以外  

5 ,530  

円  

市民  

4 ,420 

市民以外  

5 ,530  

円  

市民  

4 ,420 

市民以外  

5 ,530  

円  

市民  

4 ,420 

市民以外  

5 ,530  

円  

市民  

6 ,930 

市民以外  

8 ,660  

円  

市民  

6 ,930 

市民以外  

8 ,660  



２ 

 

い 場

合  

場合  

営 利

を 目

的 と

す る

場合  

83,600 83,600 83,600 83,600 91,300 91,300 

専 用

使 用

で 入

場 料

等 を

徴 収

す る

場合  

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ に

使 用

す る

場合  

市民  

19,270 

市民以外  

24,090 
 

市民  

19,270 

市民以外  

24,090 
 

市民  

19,270 

市民以外  

24,090 
 

市民  

19,270 

市民以外  

24,090 
 

市民  

25,740 

市民以外  

32,170 
 

市民  

25,740 

市民以外  

32,170 
 

営 利

を 目

的 と

す る

場合  

183,700 183,700 183,700 183,700 193,600 193,600 

武道場１  １時間当たり  

市民    1,420 円  

市民以外  1,770 円  

１時間当たり  

市民   1,640 円  

市民以外 2,050 円  

武道場２  

個 人 使 用

の場合  

小 学

生 ・

中 学

生  

２時間当たり  100 円  

高 校

生  

２時間当たり  200 円  



３ 

 

大 学

生 ・

一般  

２時間当たり  300 円  

指導員室  560 円  560 円  560 円  560 円  820 円  820 円  

備考  

 １  専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場

合に限り、アリーナの半面、４分の１面又は８分の１面を使用できるものと

し、この場合の使用料は、半面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは

市民２，２１０円、市民以外２，７６０円、夜間Ａ及び夜間Ｂは市民３，４７

０円、市民以外４，３４０円とし、４分の１面の場合、午前Ａ、午前Ｂ、午後

Ａ及び午後Ｂは市民１，１１０円、市民以外１，３９０円、夜間Ａ及び夜間Ｂ

は市民１，７４０円、市民以外２，１８０円とし、８分の１面の場合、午前Ａ、

午前Ｂ、午後Ａ及び午後Ｂは市民５５０円、市民以外６９０円、夜間Ａ及び夜

間Ｂは市民８８０円、市民以外１，１００円とする。   

２  ２以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る

時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。  

 ３  市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を

超えて引き続き使用することとなる場合においては、総合体育館の運営に

支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延

長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間（１時間未満

の時間は、１時間とする。）につき各区分の１時間当たりの使用料とする。 

 ４  冬期加算料は、１１月１日から翌年４月３０日までとし、この場合の加

算料は、使用料の総額の８割とする。ただし、期間外においても暖房を使

用する場合は、加算料を徴収する。（個人使用の場合は除く。）  

 ５  土曜、日曜及び祝日は、各使用料の３割増しとする。（個人使用の場合は

除く。）  

 ６  入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類する

ものを徴収する場合をいう。  



４ 

 

 ７  算出した使用料の額に、１０円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、

改正後の岩見沢市総合体育館条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


